
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

長野県は、令和元年東日本台風（台風第 19 号）により甚大な被害を受け

た佐久地域において、災害復旧を中心とした復旧・復興まちづくりの円滑か

つ速やかな実施のため、佐久市、公益財団法人長野県建設技術センター、独

立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市機構）と 4 者での協定を本日付けで締結

し、県として初の「災害復旧工事マネジメント業務」に取り組みます。 

 

災害復旧工事マネジメント業務の概要 

 災害復旧工事の効率的、効果的な執行及び早期完了を目的として、発注者

間や複合・重層的に発生する多種多様な復旧工事間の調整を行います。 

 

１ 業務の内容 
 

（１）発注者間の調整：発注者間調整会議の運営、発注者間の課題の調整

及び解決など 

（２）施工者間の調整：工事連絡調整会議の総括、施工者間の課題の調整

及び解決など 
 

２ 業務の期間 
 

令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月 
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